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2020年度 社会福祉法人きらりの森事業報告書 

 

理念 

・私たちは、障害のある方の権利擁護を第一に考え、希望が叶えられるよう支援に努めます。 

・私たちは、障害のある方の自己実現に向け、継続した支援と過程を大切にし、希望ある未来

を創造することを努めます。 

・私たちは、約束を守り、信頼が持てる法人・個人・事業所になるよう努めます。 

 

１． 法人・施設の運営方針 

 

＜社会福祉事業＞ 

Ⅰ 障害者多機能型事業所きらりの森の経営 

 

Ⅱ 相談支援事業所きらりの森の経営 

 

Ⅲ 障害者多機能型事業所ここいろの経営 

 

Ⅳ 就労定着支援事業ここいろの経営 

 

＜公益事業＞ 

Ⅰ 共同住居支援事業の運営 

 

Ⅱ 地域生活支援事業の運営 

 （１）こころの健康フォーラムの実施 

 （２）サロン事業の運営 

 

＜その他の事業＞ 

Ⅰ 情報提供や家族支援として家族のつどいの実施 

 

Ⅱ 地域で生活する自信をつける、仲間同士の支え合いを進めるためのピア活動の実

施。法人内ピア支援のための準備会の立ち上げ。 

 

Ⅲ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムへの取り組み 

 

２．理事会・評議員会 開催 

・理事会を 6 月 4日、12 月 3 日、3月 4日  計 3 回行いました。 

・定時評議員会を 6 月 19 日、評議員会を 1 月 1４日、3月 24日計 3回行いました。（1月 14

日は書面による同意開催） 

 

３．監事監査の実施 

・ ６月 2 日に実施。 
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＜社会福祉事業＞ 

（１）事業実施について 

精神に障害を持つ人たちの権利擁護・社会参加を進めるための支援施設として障害

者多機能型事業所きらりの森及び障害者多機能型事業所ここいろ、相談支援事業所きら

りの森、就労定着支援事業所ここいろの運営を行いました。 

 

（２） 職種別職員数  （ 2021年 4月 1日現在）      ※ 内（  ）は兼務 

 職 種 

 

形態 

サービス 

管理責任者 
生活支援員 職業指導員 就労支援員 

目標工賃達

成指導員 

就労定着 

支援員 

 

小  計 

人 人 人 人 人 人 人 

常勤職員 
４ ７(２) １ １(１) ２ １(１) １６(３) 

パート等  

非常勤職員 ０ ８ ４(１) 0 0 0 １２(１) 

合   計 
４ １５(２) ６(１) ２(１) ２ １(１) ２８(４) 

 

職 種 

 

形 態 

看護師 作業療法士 運転手 
相談支援 

専門員 
事務員 小計 

 

合  計 
人 人 人 人 人 人 人 

常勤職員 
２ １ ０ ２(１) 0 ５(１) ２１(３) 

パート等  

非常勤職員 ０ １ １  1 ３ １５(１) 

合   計 
２ ２ １ ２(１) 1 ８(１) ３６(４) 

※ 内（  ）は兼務 

 

（３） 年間行事実施内容（各事業報告参照） 

【評価】 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止の為、レクやイベントが中止となりました。 

・ 感染防止の対策をとりつつ、リモートや小規模への切り替えで、できるだけ計画していた行事

を実施することができました。 

 
 

（４）職員研修、防災訓練、健康管理、衛生管理等実施内容（各事業報告参照） 

【評価】 

・ 年間予定に沿って研修会を実施、研修報告書等でスタッフ間での振り返りを重ね、共有す

ることができました。 

・ 職員ミーティングにより情報の共有を行い、職員が一丸となって課題へ取り組むことがで

きました。 

・ 昨年度インフルエンザを発症したスタッフが多かったこともあり、2020 年度は職員全員

が予防接種を受けました。 

・ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、施設内消毒、換気、手指消毒などの徹底に

努めました。また、その費用の一部を障害者総合支援事業費補助金（新型コロナウイルス
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感染症対策に係る特別事業分）を受けて整備しました。 

 

（５）職員会議 

・ 運営会議                 月１回 

・ 各事業ミーティング           各月１回 

・ 障害者多機能型事業所全体ミーティング  各月１回 

・ パートミーティング           各月１回 

 

（６）事故及び苦情報告 （リスク管理） 

昨年に続き車両の事故が多く、１８件ありました。また生産活動に伴う事故、苦情がありまし

たが、その都度利用者とともに振り返り、改善策を取ることで再発を防ぐことができました。 

①事故 

  きらりの森 相談 ここいろ その他 

公益事業等 

合計 内容 

支援内容、 

ｻｰﾋﾞｽ提供について 

５ １ ９ 0 １５ 薬の管理怠慢、服薬支援の失

念、体験者予定の伝達不足、工

賃明細日付間違い、時間管理、 

職員の態度や 

処遇について 

１ 0 ０ 1 ２ 勤務調整の不備による会議欠

席 

送迎対応について ６ 0 ３ 0 ９ 送迎の失念、ドアでの怪我、 

時間の超過、送迎時での転倒 

運転技術、 

交通安全について 

７ 0 １１ 0 １８ 接触事故、自損事故、脱輪、 

パンク等 

プログラム、 

生産活動について 

３ 0 ２ 0 ５ 洗濯による布団の破損、配達の

失念 

利用料等 

金銭管理について 

２ 0 １ 1 ４ 工賃の計算間違い、弁当請求額

間違い、小口現金の管理怠慢、

預り金紛失 

権利擁護、 

個人の尊厳について 

0 0 ０ 0 0   

その他 ０ 0 ０ １ １ Zoom会議招待先間違い 

合計 ２４ １ ２６ ３ ５４   

 

運営ミーティング（管理者、各事業主任による月1回のミーティング） 

4/13、5/11、6/8、7/13、8/11、10/12、11/9、1/12、２/8、3/8 ※リモートにて 

事業所ミーティング（各事業所の職員による月1回のミーティング） 

きらりの森 

4/27、5/25、6/22、7/27、8/24、9/28、10/26 

11/17、1/25、2/22、3/22 

ここいろ 

4/21、5/19、6/16、7/21、8/18、9/15、10/20、 

11/17、12/15、1/19、2/16、3/16 



4 

 

②苦情 

  きらりの森 相談 ここいろ その他 

公益事業等 

合計 内容 

支援内容、 

ｻｰﾋﾞｽ提供について 

1 0 0 0 1 配膳先でのプログラム妨害 

職員の態度や 

処遇について 

0 １ 0 0 １ 担当を変更して欲しい。 

送迎対応について 0 0 0 0 0   

運転技術、 

交通安全について 

0 0 2 0 ２ 離合時の私有地侵入、交差点で

の徐行 

プログラム、 

生産活動について 

3 0 0 0 ３ 弁当の異物混入、菓子の不良品

販売、カフェメニューの味付け 

利用料等 

金銭管理について 

0 0 0 0 ０  

権利擁護、 

個人の尊厳について 

0 0 0 0 0  

その他 0 0 0 0 0  

合計 4 １ 2 0 ７  

 

 

（７）その他（建物等修理・修繕の実施、設備・備品等の整備内容等） 

①障害者多機能型事業所きらりの森 

・ 車両接触事故、自損事故による車両の修繕 

・ 消防設備点検（年２回） 

・ 階段昇降機点検（年１回） 

・ 車検 

・ エアコン清掃（新型コロナウイルス感染症緊急包括助成金） 

・ 空気循環式紫外線殺菌清浄機購入（新型コロナウイルス感染症緊急包括助成金） 

・ タブレット、Wi-Fi等導入によるリモート通信環境整備（新型コロナウイルス感染症緊急

包括助成金） 

 

②障害者多機能型事業所ここいろ 

・ 車両接触事故、自損事故による車両の修繕 

・ 消防設備点検（年２回） 

・ エレベーター点検（年２回） 

・ 太陽光発電装置を含む電気設備点検（年２回） 

・ 車検 

・ 空気循環式紫外線殺菌清浄機購入（新型コロナウイルス感染症緊急包括助成金） 

・ タブレット、Wi-Fi等導入によるリモート通信環境整備（新型コロナウイルス感染症緊急

包括助成金） 
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Ⅰ 障害者多機能型事業所きらりの森 

 

＜年間行事実施内容＞  

項目 

月 日 
年間行事実施内容 日 職員研修、防災訓練、健康管理等 

4月   8 畑寺運動会打ち合わせ(中止) 

5月   18 家族の集い(中止) 

6月     

7月 10 茶話会 20 職員研修（ピア活動について） 

8月     

9月 11 まちつくり協議会災害対策協議会  14 
職員研修（面接の技法について） 

＊外部講師リモート 

 12 河原医療福祉専門学校ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ  健康診断（9-12月） 

10月 27 茶話会 17-18 相談支援専門員初任者研修 

   31-1 サービス管理責任者基礎研修 

11月 2 コロナ感染予防研修 2 コロナ感染予防研修 

 10 桑原中学校フォーラム打ち合わせ 17 食品表示衛生講習会 

12月 14 第1回写真講習会 22 消防避難訓練 

 23-25 クリスマス配達   

 28 TAKE OUTレク   

 31 年越しそば   

1月 2 新年会   

 4 初詣   

 20 第2回写真講習会   

2月 6-8 フォーラム映画上映会（夜明け前） 5 
職員研修 

(精神障害に関する理解を深める) 

 18 就労移行見学会参加(ここいろ) 14 精神保健福祉士会ソーシャルワーク研修  

 26 フォーラム（河原学園） 26 消防避難訓練 

3月 4 B型施設見学受入（真光園）   

 20 おいしいスイーツ＆パンコンテスト   
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就労継続支援事業（B型）事業 

【基本方針】  

 ・年間計画を作成し計画に沿って実行することで、利用者が安心感を得ることが出

来、やりがいを持って作業が出来るように支援を行います。 

 ・利用者の〝出来るようになりたいこと〟〝やってみたいこと〟が挑戦出来るよう

に関係機関と連携を取りながら関わります。また、利用者が〝相談できる〟環境作り

を行います。 

 

【重点目標】 

  個別ケースの事例検討を行うことで、利用者の理解を深め、希望に添った支援が

出来るよう支援を行う。 

 

【具体的取り組み】  

１．個別支援について 

・就労継続Ｂ型ミーティング内で事例検討を取り入れ、個別ケースの強化を行う。 

・相談支援専門員、医療機関、ご家族等、連携を図れるようにしていく。 

・日々の利用者の様子を振り返り、職員が同じ方向性で支援を行えるように、毎日ミ

ーティングを行う。 

２．授産について 

・引き続き、各部門ごとに利用者の中にリーダー・副リーダーを置き、授産の運営に

主体的に取り組んでいけるようにする。また、定期的にリーダーミーティングを行う。 

・毎日、各部門での朝の会と、月１回のミーティングを利用者中心に行っていく。 

・配食部門では、チラシを作成し、新規開拓を行う。製菓・喫茶部門では、より多く

の方に「プティパ」を周知出来るように、チラシのポスティングを行い、地域バザー

にも参加する。 

・清掃作業を通じて、就労移行支援事業の利用や就労について興味を持ってもらう。 

・年間平均工賃１４,５００円で、ボーナスの上乗せを考えていく。 

 

定 員 ２０名（平均利用者目標数：20 名に対し１９．０名） 

開所日・時間 月曜日から土曜日（日曜日定休） 

９：００～１６：００ 

 

【リスク管理】  

利用者が安全に過ごせるよう、事故予防に努め、事故発生時の適切な対応及び再発防

止を行う。  

（１）調理道具や器具の使用について 

（２）利用者の心身の状況の情報収集を十分に行い、予測できる事故について未然に

防ぐ工夫をする。  

（３）過去の事故をもとに、改善できるところは速やかにしていき、迅速かつ適切な

対応ができるようスタッフ間で連携を図っていく。 

（４）感染症予防のため、予防接種の声掛けを行い、必要時にはマスクの着用義務。

施設内の喚起・消毒を行い、感染予防の徹底をする。 
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【職員研修等】 

（１）勉強会等に参加し、個別ケースや、業務の適正化及び、効率化に努める。 

 

【評価】 

・ 月１回のミーティングは、コロナ禍により開催ができない月もありましたが、会場を借

りることで、適度な距離を保ち、メンバーミーティングを開催しました。また、朝の会

でも、情報共有の場を持ち、授産に関しての話し合いを行いました。 

・ 製菓部門では、利用者が製造出来るように話し合いを重ね、利用者が〝製造〟出来る商

品が増えました。 

・ コロナ禍により、家族の集いを開催できませんでしたが、ご家族の方と手紙や電話での

やり取りを行い、定期的な状況報告を共有することが出来ました。 

・ コロナ禍において利用者の外出が制限され、ストレスを抱えてしまう人が多くいました。

きらりの森へ通所し、仲間と会い話すことで、ストレスを軽減できたように感じました。

予定していたレクレーションや、イベントが中止となったものの、きらりの森の中で出

来ることとして、茶話会を行い、普段困っていることや心配なことを皆で話し合い、共

有することが出来ました。 

・ 現在利用されている方への次のステップの情報提供等が足りていなく、情報提供をして

いくことも必要ではないかと振り返りを行いました。 

・ 生産活動に関して、カフェではテイクアウト中心とした販売を行いましたが来客数も減

少したため、外部販売にも力を入れました。パティスリーでは、関係機関への外部販売

を強化し、売り上げにつなげることが出来ました。また、関係機関との受注販売による

授産向上や新たな商品開発を行うことで、利用者にも達成感ややりがいに繋げることが

できました。 

・ 関係機関の協力を得て、予算通りに運営ができました。 

（４）利用実績 

＜利用者登録状況＞ 

 

＜市町村別利用者状況＞（2021 年３月 3１日時点） 

  松山市 砥部町 松前町 東温市 伊予市 計 

登録者 4５ 0 0 0 0 ４５ 

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

４月 ２６  ４８ ３ ２ ５１７ １９.９ 

５月 ２６ ４７ １ １ ５２６ ２０.２ 

６月 ２６ ４６ ０ ０ ５１６ １９.８ 

７月 ２７ ４７ １ １ ４９４ １８.３ 

８月 ２６ ４６ ０ ０ ４９１ １８.１ 

９月 ２７ ４６ ０ ０ ５００ １８.５ 

１０月 ２７ ４６ ０ ３ ５１５ １９.０ 

１１月 ２５ ４４ １ ０ ４５６ １８.２ 

１２月 ２５ ４５ １ １ ４６４ １８.５ 

2021.１月 ２５ ４５ １ ０ ４４０ １７.６ 

２月 ２４ ４５ ０ ０ ４５６ １８.９ 

３月 ２７ ４５ ０ ０ ５３４ １９.８ 

年間合計 ３１１ ５６ ８ ８ ５,９０９ １９.０ 
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＜年齢性別利用者状況＞（202１年３月 3１日時点） 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代以上 計 

男性 2 2 ４ ９ １ １８ 

女性 1 5 ８ ７ ５ ２６ 

計 3 7 １２ １６ ６ ４５ 
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 自立訓練（生活訓練）事業  

【基本方針】 

・一人暮らし、仕事、コミュニケーションが上手になりたい等の利用者さんの希望に

応じて、利用者さんと一緒に個別支援計画を作ります。その計画に沿って、その目標

を達成するために何が必要か一緒に考え、定期的に振り返りながら様々な練習を一緒

にしていきます。 

 

【重点目標】 

・個別ケースを大切にして、その方の取り巻く環境まで把握できるようにして、目標

に近づけるように支援をする。 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み】 

１．毎月の事例検討を実施する。 

 長期目標に向けて、現在行っている短期目標にズレがないかなど、スタッフの関り

のスキルを上げていけるようにする。 

 

２．報連相 

 日々の申し送りを確実に行いスタッフ間で情報の共有を行う。また、考えをまとめ

て関係機関との連絡等を密に行う。 

 

３．早めの計画 

 年間、月間スケジュールに沿って、プログラムの実施。計画的な支援が行えるよう

にしていく。 

 

４. リスク管理  

利用者が安全に過ごせるよう、事故予防に努め、事故発生時の適切な対応及び再発防

止を行う。  

（１）利用者の心身の状況の情報収集を十分に行い、予測できる事故について未然に

防ぐ。  

（２）過去の事故をもとに、迅速かつ適切な対応ができるよう工夫する。 

（３）感染症予防の為、予防接種の声掛けを行い、必要時にはマスクの着用義務。 

施設内の換気消毒を行い感染予防の徹底をする。 

 

５. 職員研修等 

（１）勉強会等に参加し、個別ケースや、業務の適正化及び、効率化に努める。   

 

【評価】 

・ 毎月事例検討を実施できたことは良かったが、年間を通して、支援を継続する上での根

定 員 １２名（平均利用者目標数：７．０名に対し５．８名） 

開所日・時間 月曜日から水曜日、土曜日（木・日曜日定休） 

９：００～１５：００ 
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拠は何か、支援の見立てがしっかりできていないところはどんな部分かを振り返りまし

た。 

・ 関係機関の協力を得て、年間通じて新規登録者 10 名のご紹介を頂きました。内、何名か

は新規開拓のためにチラシをお持ちした機関からご紹介を頂きました。 

・ 予算で上半期、月延利用人数 955 名見込んでいたところ、実績は 713 名でマイナス 190

万円でした。下半期については、月延利用人数 851 名見込んでいたところ、808 名で予

算を下回りましたが、おおよそ予定通りでした。 

 

４．利用実績 

＜利用者登録状況＞ 

 

 

＜市町村別利用者状況＞（2021 年 3 月 31 日時点） 

  松山市 砥部町 松前町 東温市 伊予市 計 

登録者 １２ １ ０ ０ ０ １３ 

 

＜年齢性別利用者状況＞（2021 年 3 月 31 日時点） 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代以上 計 

男性 １ ６ ３ １ ０ １１ 

女性 ０ １ １ ０ ０ ２ 

計 １ ６ ５ ３ ０ １３ 

 

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

４月 ２２ １２ １ ０ １０２ ４.８ 

５月 ２２ １２ １ １ １１８ ５.３ 

６月 ２２ １２ １ １ １４２ ６.４ 

７月 ２２ １３ ２ １ １２２ ５.５ 

８月 ２３ １４ ２ １ １０７ ４.６ 

９月 ２２ １５ ２ ０ １１５ ５.２ 

１０月 ２２ １５ ０ ０ １２３ ５.５ 

１１月 ２１ １６ １ ０ １３１ ６.２ 

１２月 ２１ １６ ０ ０ １４１ ６.７ 

2021.１月 ２１ １５ １ １ １４０ ６.６ 

２月 ２０ １５ ０ ０ １２８ ６.４ 

３月 ２３ １３ ０ ２ １４５ ６.３ 

年間合計 ２６1 ２２ １０ ７ １,５１４ ５.８ 
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Ⅱ 指定相談支援事業所きらりの森 

 

（１）基本方針  

・ 自分らしいあたりまえの生活の実現を目指します。ニーズを満たすために福祉に限らず、

医療や保健、仕事等についても広い視野を持って相談支援をおこないます。 

・ アセスメント力を高め広い視野を持ち、希望に近づける支援ができるよう関係機関と連

携を取りながら関わります。 

・ 支援をしていく中で、地域の課題を感じ解決することができるよう法人内部、外部の支

援者と協力し解決に向けて方策を考える努力をします。 

 

（２）重点目標 

・ 希望する生活の実現に向けた計画になっているかどうか確認しながら、モニタリング、

計画の作成を行います。 

・ エンパワメントの視点を持ち、必要最低限のサービス提供とモニタリングの期間になっ

ているかどうかの見直しをします。 

・ 年間を通した見通しを立て、毎月、目標に沿ってモニタリングと予定の確認を行う。 

・ 年間計画を意識した運営に努めます。 

 

（３）具体的取り組み 

① 一般相談支援事業として、社会資源を活用するための支援、地域移行支援、地域定着支

援、社会生活を高めるため専門機関の紹介等の実施をします。 

② 特定相談支援事業として、福祉サービスの利用援助、計画相談の実施をします。 

・ 地域移行…年間に３名の方の地域移行を実現します。 

③ 事例検討の実施をして、質の向上とスキルアップに努めます。 

④ 運営の年間計画について、月次の振り返りをして、業務整理をします。 

 

【評価】 

① 一般相談（地域移行・地域定着） 

・ 目標３名のところ、２名の地域移行からの退院が実現しました。新規については、１名

受け入れました。コロナ禍により、病院への訪問や事業所への見学や体験が制限された

ことで、タイミング良くアプローチができないことに苦慮しました。医療機関から対象

者が挙がってこないことで、今後の新規獲得は課題となっています。 

・ 相談支援従事者が 1 名のため、ミーティングの場がなく、質の担保については、運営ミ

ーティングでの事例検討や法人内事業所のサービス管理責任者等と協議し、客観的視点

を持つなどの工夫をして実施しました。 

② 計画相談 

・ 今年度は、従事者１名での運営となり、年度当初より毎月の更新とモニタリングについ

ては特に計画的に実施することに努め、達成しました。 

・ １ヶ月の請求対応数についても、平均対応件数が４０件を上回らない様に管理し、新規

については、年間の見込み数２件の受け入れをしています。 

・ 相談支援従事者が 1 名のため、ミーティングの場がなく、質の担保については、運営ミ

ーティングでの事例検討や法人内事業所のサービス管理責任者等と協議し、客観的視点
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を持つなどの工夫を心掛けました。 

③ 相談支援専門員等スキルアップ研修事業 

・ 昨年に続き、松山市における精神障がい者の地域移行支援に取り組む相談支援事業所の

資質の向上と今後の地域移行支援事業の推進に向けての研修を松山市の委託を受けて実

施しました。 

・ 前年度の結果より毎月定例で実施した事例検討会の方法を統一して行いたい希望があっ

たことから、事例検討の持ち方についての研修を企画・実施しています。新型コロナウ

イルス感染防止対策のため、オンラインでの開催で企画。市内の７ヶ所の一般相談支援

事業所に周知しました。５事業所から、合計１１名の参加者。事前課題に取り組んだ上、

オンライン講義を受ける形で、10 月 15 日に研修を実施しました。以後研修で学んだ方

法で、月１回毎に事例検討会を開催。参加者からは、次年度に向けて面接の技法を学ぶ

希望が出ています。 

・ 企画当初より、新型コロナウイルス感染防止対策により、開催方法開催日時の調整に苦

慮しました。講師にかなり負担かける方法となりましたが、事前学習として参加者にも

課題への取り組みを積み重ねた方法での研修が実現しています。 

 

＜相談支援専門員等に向けた研修会＞ 

オンライン研修 10 月 15 日 9:30～16:00 

場所：オンラインにて開催 

対象者：一般相談支援事業所相談員 

テーマ：「事例検討の書き方から具体的な検討方法まで」 

講師：岩田泰夫 氏 

   

＜事例検討会＞ 下半期で開催 

 10 月の研修を受け、参加した相談員とともに 11 月より、５つの法人の相談支援事業所か

ら事例を提出していただき、４回事例検討会を実施予定。 

実施月 １１月 １２月 １月 ２月 参加者延数 

参加者数 １０名 
リモート

１１名 
 

メールで

１３名 
３４名 

 

・ 新型コロナウィルス感染予防対策から、リモートも活用。統一した事例のまとめ方をす

ること、支援者の課題に目を向けた研修に特化して研修をすることができ、支援がうま

くいかないことについて、相談支援専門員自らを改善していくことから、支援を良くし

ていく契機となる研修となりました。 
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（４）利用実績 

① 全体 

＜利用者登録状況＞ 

  登録者 新規登録者 終了者 新規・更新 モニタリング 
 

４月 ５５ ０ １ ５ ３６ 
 

５月 ５４ ０ ０ ４ ３８ 
 

６月 ５５ １ ０ １ ３３ 
 

７月 ５５ ０ ０ ５ ３５ 
 

８月 ５５ ０ ０ １１ ２９ 
 

９月 ５６ １ １ ６ ３０ 
 

１０月 ５５ ０ ０ １０ ２７  

１１月 ５６ １ ０ ９ ３３  

１２月 ５６ ０ ０ ９ ２６  

2021.１月 ５７ １ ０ ６ ３７  

２月 ５７ ０ ０ ４ ３１  

３月 ５７ ０ ０ ４ ３４  

年間合計 
 

４ ２ ７４ ３８９ 
 

       ６.１ ３２.４  

 

＜市町村別利用者状況＞（202１年３月 3１日時点） 

  松山市 砥部町 松前町 東温市 伊予市 計 

計画相談 ５７ ０ ０ １ ０ ５８ 

 

＜年齢性別利用者状況＞（202１年３月 3１日時点） 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代以上 計 

男性 ０ ６ １２ １０ ６ ３４ 

女性 ２ ６ ５ ７ ４ ２４ 

計 ２ １２ １７ １７ １０ ５８ 

 

② 一般相談（地域移行・地域定着） 

＜利用者登録状況＞ 

 
地域移行 地域定着 

  登録者 新規登録者 終了者 登録者 新規登録者 終了者 

４月 ３ ０ １ １２ ２ ０ 

５月 ２ ０ ０ １２ ０ ０ 

６月 ２ ０ ０ １２ ０ ０ 

７月 ２ ０ ０ １２ ０ ０ 

８月 ２ ０ １ １３ １ ０ 

９月 １ ０ ０ １３ ０ ０ 

１０月 １ ０ ０ １３ ０ ０ 

１１月 ２ １ ０ １３ ０ １ 

１２月 ２ ０ ０ １２ ０ ０ 

2021.１月 ３ １ ０ １２ ０ ０ 

２月 ３ ０ ０ １２ ０ ０ 

３月 ３ ０ ０ １２ ０ ０ 

年間合計 ５ ２ ２ １３ ３ ０ 
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＜市町村別利用者状況＞ 

  松山市 砥部町 松前町 東温市 伊予市 計 

地域移行 ５ 0 0 0 0 ５ 

地域定着 １３ 0 0 0 0 １３ 
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Ⅲ 障害者多機能型事業所ここいろ 

 

＜年間行事実施内容＞  

項目 

月 日 
年間行事実施内容 日 職員研修、防災訓練、健康管理等 

4月     

5月     

6月 ２ 愛媛県歯科医師会 往診   

7月   20 職員研修（ピア活動について） 

8月 11 来住町内会フォーラム打合せ 16 消防避難訓練 

   ２６-２８ 就業支援基礎研修 

9月 16 久米中学校フォーラム打合せ 14 
職員研修（面接の技法について） 

＊外部講師リモート 

 25 多機能型ここいろ実地指導  健康診断（9-12月） 

10月   25 精神保健福祉士会基礎研修 

   29-31 相談支援専門員初任者研修 

11月 2 コロナ感染予防研修 14-15 サービス管理責任者更新研修 

 5 城南高校フォーラム打合せ   

 22 フォーラム体験交流（来住）   

12月 14 第1回撮影講習会 8.10 感染予防研修 

 30 忘年会 9,23-24 相談支援専門員初任者研修 

   24 
職員研修（救急蘇生法） 

＊愛媛生協病院医師 

1月 ２ 新年会 24 精神保健福祉士会 基礎研修 

 20 第2回写真講習会   

2月 3-9 フォーラム映画上映会(夜明け前） ４ 
職員研修 

(精神障害に関する理解を深める) 

 18 就労移行見学会 14 精神保健福祉士会ソーシャルワーク研修 

   25 消防避難訓練 

3月 20 おいしいスイーツ＆パンコンテスト 16 虐待防止研修 
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就労移行支援事業 

 

（１）基本方針 

・ メンバー1 人 1 人の就職に向けたスケジュール、授産等の年間のスケジュールを

立てて、計画的に進めていきます。 

・ メンバー自身が課題に気づき、自信が持てるプログラムの提供を行います。 

・ 利用者を増やすための動きを継続的に行います。 

 

（２）重点目標 

  ＜今年度の目標＞  年間就職者数：5 名 

・ 年間で、５名の一般就労者数を目指します。 

 

（３）具体的な取り組み 

 

①スケジュールについて 

・ メンバー1 人 1 人と就職までのスケジュール作り、日々進捗状況を確認しながら、

就職に向けての支援を進めます。 

・ 年間の授産のスケジュールを立てて、計画的にメンバーのシフト作成や企業との

やり取り等を行います。 

・ １日の就労移行の作業チェック表を作成し、作業に抜けがないようにします。 

②メンバー自身が課題に気づき、自信が持てるプログラムの提供について 

・ 清掃、カフェ、ヘルパーそれぞれの部門のメンバーミーティングを行い、意見交

換等を行う機会を作ります。ミーティングはメンバーが主体で行います。また、

意見を元にプログラムを修正します。 

・ ここＣａｆｅについて、生活介護のメンバーと一緒に取り組み、（作業の修正や、

新たなメニューの開発、店内の模様替え、宣伝方法など）機会を作ります。 

・ 就労移行のＯＢに就労移行のメンバー、スタッフに自分の経験を話して頂く機会

を作ります。 

・ 毎日申し送りを行い、スタッフ間で情報の共有や今後の対応の確認等を行います。 

③利用者を増やすための継続的な動きについて 

・ 営業先リスト（Ａ型、相談支援事業所等）を作成し、計画的に営業を行います。 

④リスク管理 

利用者が安全に過ごせるよう、事故予防に努め、事故発生時の適切な対応及び再発

防止を行います。 

・ 清掃道具や調理道具等の使用について、正しい使い方ができているか確認します。 

・ 道具の耐久性について定期的に確認し、また、厨房やカフェ等が衛生的に保てる

ようにします。（チェックリストを作り、チェックします。） 

・ 事故等があった時には、状況に応じて受診等の対応を行います。  

・ ヒヤリハットを細かく挙げて、早期の対応を行います。 

定 員 8 名（平均利用者目標数：７．５名に対し５．８名） 

開所日・時間 土曜日から木曜日（金曜日定休）９：００～１６：００ 
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・ 感染症予防のため、予防接種の声掛けを行い、必要時にはマスクの着用義務。施

設内の換気・消毒を行い、感染予防を徹底します。 

 

【評価】 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、職場見学や体験、実習等が行えない状況が続

きました。感染拡大が落ち着いた時期に、実習を開始し、１名の方は就職できました。 

・ 職場実習中に、職場からもっと丁寧に掃除をしてほしいという話がありました。就労移

行での作業では、特に問題はないと考えていたのですが、改めて確認すると、ところど

ころ雑な面がありました。そのことを就労移行内で振り返り、改めて就労移行のプログ

ラムが一般就労で通用する力を身に着けるためのものになっているか、また、各メンバ

ーの事（生活状況や過去の職歴等）ももっと知らないといけないということを振り返り

ました。 

・ カフェ作業のプログラムについて、新型コロナウイルス感染緊急事態宣言を機に、テイ

クアウト販売や事前注文を受けての訪問販売を開始しました。一部作業を生活介護の利

用者と協力して行うことで、作業の連携やコミュニケーションの経験に繋がっています。

下半期は、生活介護のメンバーとの合同ミーティングを継続的に行うことができました。

カフェの運営について利用者同士がやり取りを行い、そのことからアイデアの提案や、

改善点等を話し合い、お客様や一緒に働く人のことを考えながら働く経験を積むことで

きました。 

・ 新型コロナウイルスの影響で、利用者募集のための営業を十分に行うことができません

でした。営業先から見学の依頼がありましたが、感染予防の理由で実施することができ

ないこともありました。ただ、感染拡大が縮小した時季に営業を行うことの準備が計画

的にできていれば、より多くの営業をできていました。来年度は、就職予定の方が多い

ので、新規利用者を増やすことが急務ということをスタッフ間で振り返っています。 

 

（４）利用実績 

＜利用者登録状況＞ 

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

４月 ２６ ９ １ ０ １５０ ５.７ 

５月 ２６ ９ ０ ０ １５４ ５.９ 

６月 ２６ ９ ０ ０ １５７ ６.０ 

７月 ２６ ９ ０ ０ １５５ ５.９ 

８月 ２７ ９ ０ ０ １５５ ５.７ 

９月 ２６ １０ １ ０ １５６ ６.０ 

１０月 ２６ １１ １ ０ １５７ ６.０ 

１１月 ２６ １１ ０ １ １７０ ６.５ 

１２月 ２４ １０ ０ ２ １３２ ５.５ 

2021.１月 ２４ ９ １ ０ １１７ ４.８ 

２月 ２４ ９ ０ ０ １３３ ５.５ 

３月 ２７ ９ ０ ０ １４１ ５.２ 

年間合計 ３０８ １３ ４ ３ １,７７７ ５.８ 

 

＜市町村別利用者状況＞（２０２１年３月 3１日時点） 

  松山市 砥部町 松前町 東温市 伊予市 計 

登録者 ７ １ ０ １ ０ ９ 
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＜年齢性別利用者状況＞（２０２１年３月 3１日時点） 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代以上 計 

男性 ０ ０ ５ ０ ０ ５ 

女性 ０ ４  ０ ０ ０ ４ 

計 ０ ４ ５ ０ ０ ９ 
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生活介護事業 

 

（１）基本方針 

・ 病院で長く入院していた方が、地域で自分らしく、あたりまえの生活が送れるように、

いつでも対応できる体制を整える。 

・ メンバーの限りある１日１日を大切にして、対等な立場で思いやりを持って接し、メン

バー声に誠実に耳を傾け、希望や想いをくみ取る。 

・ 活動を通して、その人の持っている力を活かしたり、充実感を得たり、メンバー同士で

支えあったりしながら、社会とのつながりを持ち、ハリのある生活が送れるように支援

する。 

・ 1 人 1 人の身体・精神の状況に合わせた支援を行う。日々の体調の変化に気を配り、清

潔を保ち、運動やストレッチによって体力を維持し、健康的な生活が送れるように支援

する。 

 

（２）重点目標 

 ＜今年度の目標＞  

・ 各スタッフが個別担当の利用者の方と丁寧に関わり、スタッフ間や関係機関と情報を共

有しながら支援を進めることができる。」 

 

（３）具体的な取り組み 

・ 担当者は利用者のアセスメント（希望する生活、生活歴、生活状況、病状、サービスの

状況、家族関係等）を行う。 

・ アセスメントを元に、個別の支援や、全体のプログラムを行う。 

・ 関係機関との連携を深める。サービス管理責任者や担当者がこまめに連絡を取る。 

・ 生活介護から次につなげる支援を行う。（就労継続 B 型や生活訓練等の見学・体験） 

・ 生産活動のプログラムを充実させる。毎月のプログラムをスタッフで検討する。 

 

【評価】 

・ 日頃から、こまめに相談支援専門員、医療機関、グループホーム等の関係機関と連絡を

行うことができました。しかし、連絡についてサービス管理責任者や看護師が中心で行

うことが多くありました。 

・ 各担当スタッフが定期的なモニタリングを実施し、生活状況等の把握を行いました。個

別のニーズを全体のプログラムに取り入れました。また、新型コロナウイルスをテーマ

に話し合いをしたり、情報を伝えて、感染予防への意識を高めるプログラムも実施しま

した。 

・ 新型コロナウィルス感染予防対策により、就労継続Ｂ型などの見学や体験ができません

でした。現在、生活介護を利用している方の中にも、今後、就労継続Ｂ型や生活訓練へ

ステップアップを希望している方々がいらっしゃいますので、今後リモート見学など、

感染予防に配慮しつつ実施できる形でステップアップの支援を行っていくことを生活

介護内で確認しています。 

定 員 ３２名（平均利用者目標数：１８名に対し１５．５名） 

開所日・時間 日曜日から土曜日（金曜日定休）９：００～１６：００ 
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・ 月末や月初めの業務を、計画的に月の途中から少しずつ取り組めるように、スタッフの

日々の業務のスケジュールを立て実施しました。前年度より、計画的に業務を行うこと

ができるようになりました。慣れたスタッフと新しいスタッフで、役割等の量が違うた

め、今後は新しいスタッフにも役割をお願いしていくことを生活介護内で確認していま

す。 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止により、利用者の方のご希望により利用を控えたり、

県外の家族との接触により一定期間のお休みを取って頂く等により、登録者数は変わり

ないものの、延べ利用者数の減少がありました。また、見学や体験の受け入れができな

い期間に、利用希望者の方が他の事業所に決めてしまい、新規利用者は少なくなりまし

た。 

・ 生産活動では、コミュニケーションや活躍の場が増えるよう、ここｃａｆｅの作業に携

わる機会を増やしました。また、ここｃａｆｅの運営について話し合うミーティングも

１１月から月２回実施しました。外部販売で施設外に出る機会も増え、結果として利用

している方の半数以上の方々がここカフェの作業に携わることができており、やりがい

や自信の獲得に繋がっています。 

 

（４）利用実績 

＜利用者登録状況＞ 

 

＜市町村別利用者状況＞（２０２１年３月 3１日時点） 

  松山市 砥部町 松前町 東温市 伊予市 計 

登録者  ４１  １  １  １  ０ ４４ 

 

＜年齢性別利用者状況＞（２０２１年３月 3１日時点） 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 計 

男性 ０ ０ ２ ６ １１ ４ ２３ 

女性  ０  ２  ０ ５  １２ ２ ２１ 

計 ０ ２ ２ １１ ２３ ６ ４４ 

 

 

 

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

４月 ２６ ４８ １ １ ３６３ １３.９ 

５月 ２６ ４７ ０ ２ ３８１ １４.６ 

６月 ２６ ４５ ０ １ ３８１ １４.６ 

７月 ２６ ４５ １ ０ ４０７ １５.６ 

８月 ２７ ４５ ０ ０ ４３６ １６.１ 

９月 ２６ ４５ ０ ０ ４１２ １５.８ 

１０月 ２６ ４７ ２ ０ ４３５ １６.７ 

１１月 ２６ ４７ ０ ３ ４３０ １６.５ 

１２月 ２５ ４５ １ ０ ４０７ １６.２ 

2021.１月 ２５ ４５ ０ ０ ３８７ １５.４ 

２月 ２４ ４５ ０ １ ３５９ １４.９ 

３月 ２７ ４４ ０ ０ ４３５ １６.１ 

年間合計 ３１０ ５３ ５ ８ ４,８３３ １５.５ 
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Ⅳ 就労定着支援事業所ここいろ 

 

（１）基本方針 

・ 本人の生活歴や就職までの経緯、職場での関係、本人への今までの対応方法等を確認した上

で、本人への関わりを始める。 

・ 仕事や生活に悩みや困りごとがあった時に、本人自身が自立して解決できるように支援を行

う。 

・ 関係機関と連携して支援を行う。 

 

（2）具体的な取り組み 

① 関わる前の準備 

・ 本人や関係機関からの情報（生活歴、就職までの経緯、職場での人間関係、生活面等）

を集めて、事業内で共有する。 

② 自立して解決するために 

・ 面接時に、本人の悩みや不安に対し、本人自身が解決策を見つけられる関わりを行う。 

・ 必要に応じて、サロン等の情報提供を行う。 

③ 関係機関との連携 

・ 月１回、相談支援専門員に利用の報告を行う。 

 

【評価】 

・ 前年度からの利用者に加え新規の方についても、就労を継続することができました。 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会社や自宅を訪問できない時には、電話やリ

モート等での聞き取り等の対応を行いました。 

・ 仕事や生活面で不安や困りごとがあった時には、本人と一緒に今の状況を確認して、本

人にどのような対応をするか考えるように促し、その後どうなったのか確認を行う方法

で支援を行いました。最初は不安な様子もありましたが、自分で解決した後は、「次から

は自分で対応できます」といった声が聞かれました。 

 

（４）利用実績 

＜利用者登録状況＞ 

  登録者 新規登録者 終了者 
   

4 月 ３ ０ ０ 
   

5 月 ３ ０ ０ 
   

6 月 ３ ０ ０ 
   

7 月 ４ １ ０ 
   

8 月 ４ ０ ０ 
   

９月 ４ ０ ０ 
   

10 月 ６ ２ ０    

11 月 ７ １ ０    

12 月 ７ ０ ０    

2021.1 月 ７ ０ ０    

2 月 ８ １ ０    

3 月 ８ ０ １    

年間合計 ８  ５ １ 
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＜市町村別利用者状況＞（２０２１年３月 3１日時点） 

  松山市 砥部町 松前町 東温市 今治市 計 

登録者 ７ ０ １ ０ ０ ８ 

新規登録者 ５ ０ ０ ０ ０ ５ 

終了者 ０ ０ １ ０ ０ １ 

＜年齢性別利用者状況＞（２０２１年３月3１日時点） 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代以上 計 

男性 ０  ０  ２  ４ ０  ６ 

女性 ０  ０  ０   ２ ０  ２ 

計 ０ ０ ２ ６ ０ ８ 
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＜公益事業＞ 

Ⅰ 共同住居支援事業 

 

・ 共同生活支援事業として、地域生活を営む基盤を支えるための共同住居の運営を行いまし

た。（入居者4名） 

・ 共同生活を送る上で必要なコミュニケーションや環境調整のための話し合いの場として、

月１回の入居者ミーティングを行いました。ミーティングの中で、コロナウィルス感染予

防についても、話し合いを継続的に行いました。 

・ 健康的な食生活の提案、食への興味関心を広げるため、週3回の夕食提供を行いました。 

・ コロナウイルスの流行の為、外食レクは控えており、共同住居で提供可能な食事を、入居

者の希望を聞きながら提供しています。 

 

 

Ⅱ 地域生活支援事業 

 

（１）『こころの健康フォーラム開催』事業（松山市より委託） 

・ 新型コロナウイルス感染防止対策のため、当法人を含む市内４事業所に協力頂き、体験交

流と日本における精神科医療のドキュメンタリー映画「夜明け前」の上映及び当事者の体

験発表で、普及啓発、精神障がいに対する理解を深める事業を開催しました。実施期間は

11月から年明け3月の間で実施しています。 

・ 次年度以降の開催内容に向けた提案の立案。 

 

【評価】 

・ 今年度は仕様にあった、今年度の実施状況の中間報告と、次年度以降の計画に向けて、過

去３年間の振り返りと提案をまとめて松山市に報告しています。 

・ 体験交流事業について、11月～1月での実施で企画調整していましたが、コロナウイルス

の感染状況等により、中止もしくは、開催日を延期での実施となりました。中止した企画

については、次年度の事業として再度実施できるように調整しています。 

・ また、実施した内容では、ピアの方を中心に地域の方に案内や交流をしていただくことが

できました。リモートの開催についても、工夫をして事業所のこと、当事者の方のことを

知っていただくきっかけとなりました。 

・ ドキュメンタリー映画の上映と体験発表については、開催直前で、コロナ感染予防対策に

より中止。密を避ける形で分散して上映会を持ち、普及啓発活動を実施出来ました。 
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（２）就労サロンきばらし（松山市より委託） 

 

【評価】 

・ 松山市に住む就職をされている方やこれから就職を目指している方が集まって交流したり、

刺激し合ったり、気晴らしができる等の機会を作る目的として、サロン事業を行いました。 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月～７月、１２月～３月は中止となりました。 

・ ８月から１１月は新型コロナウイルス感染拡大防止対策として検温や参加人数を４名まで

に制限等の対策を取りながら、サロンを実施しました。 

・ 新型コロナのウイルスの影響で、職場で相談する機会が減った等、仕事への影響が出てい

る声がありました。サロンでは、職場で相談できないことを話されたり、お互いの仕事の

状況を報告し合ったり、就職を目指している方が就職した方からアドバイスを受けるなど、

交流の機会となっています。 

 

項目 

月 

松山市保健所地域移行者等交流事業 

日 サロン事業 日 サロン事業 

4月     

5月     

6月     

7月     

8月 23 就労サロンきばらし 30 就労サロンきばらし 

9月 20 就労サロンきばらし 27 就労サロンきばらし 

10月 10 就労サロンきばらし 25 就労サロンきばらし 

11月 15 就労サロンきばらし 23 就労サロンきばらし 

12月     

1月     

2月     

3月     
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＜その他の事業＞ 

 

Ⅰ 情報提供や家族支援として、家族の集いの開催 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、家族会を延期しており、個別にご家族の方と日々

連絡を取り、情報共有を行っています。 

 

 

Ⅱ 地域で生活する仲間同士の支え合いを進めるためのピア活動の実施。 

 

（１）地域で生活する仲間同士の支え合いを進めるためのピア活動の実施。 

・ 新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため活動自体が低迷しました。ピア通信の発行に

ついて、登録サポーターに協力をして頂きました。発行物を通して、ピアサポーターの活

動に興味が持ってもらえるような働きかけをしています。 

 

（２）法人内ピア支援のための準備会の立ち上げ 

・ 松山市ピアサポート事業に登録した当事者の活動をサポートするためピアマネジャーとし

て登録、会議参加や活動への同行など行い、当事者が地域で安心して生活するための、当

事者による活動の支援を行いました。 

・ 法人内でピア活動を組織的に支援できる体制作りとして、奇数月の第３水曜日に担当者で

連絡会を開催しています。各拠点でのピア活動の報告、今後の活動に向けての意見交換を

しました。 

・ 法人内では、職員に対して、ピア活動について一緒に考えてもらうための研修会、ピア活動と

して、事業所の見学や一般市民の方への普及啓発活動を一緒に考えて活動しました。 

項目 

月 

ピアに関する活動 

日 松山市事業 日 法人内 

4月 9 ピアマネジャー連絡会 ７ 法人内ピア連絡会 

5月   11 法人内ピア連絡会 

6月     

7月 16 第１回ピアマネジャー連絡会 22 法人内ピア連絡会 

8月 21 ピアサポータースキルアップ研修   

9月 17 第2回ピアマネジャー連絡会   

10月   7 法人内ピア連絡会 

11月 19 第3回ピアマネジャー連絡会 18 法人内ピア連絡会 

12月     

1月 15 第4回ピアマネジャー連絡会 27 法人内ピア連絡会 

3月 18 第5回ピアマネジャー連絡会 4,9 ピア意見交換会 

   10 法人内ピア連絡会 

法人内ピア支援のための準備会の立ち上げ 
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Ⅲ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムへの取り組み 

地域生活移行支援会議では、「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築」

を実現するため、松山市が今年度久米地区をモデルとして実施。地域事業所と医療機関が

連携して地域移行、及び地域生活者の地域定着を支援できるよう、月１回開催。地域の課

題についての検証や啓発活動の実施、今年度については、コロナ禍でできる地域移行に向

けた活動の方法の検討などを行いました。（５、６月はコロナ感染予防にてお休み） 
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